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3日・文化の日　4日・振替休日　23日・勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2024（令和6年）

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月

業務センターによる集約処理　国税庁では、申告書の入力処理などを「業務センター」
で集約処理する、税務署の内部事務のセンター化を順次進めており、令和8年には全て
の税務署を対象にセンター化が実施される予定です。センター化の対象となる税務署に
申告書や申請書を書面で提出する場合、業務センターに送付することとなります。

国　税／�10月分源泉所得税の納付� 11月11日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�

� 11月15日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付

� 12月2日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 12月2日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合）� 12月2日
国　税／�3月決算法人の中間申告� 12月2日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 12月2日
地方税／�個人事業税第2期分の納付�

� 都道府県の条例で定める日
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※税を考える週間　11月11日〜11月17日
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11 月号─2

　

令
和
６
年
分
の
年
末
調
整
で
は
、

６
月
か
ら
始
ま
っ
た
定
額
減
税
に
つ

い
て
の
精
算
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
年
末
調
整
に
お
け
る

定
額
減
税
の
精
算
事
務
（
年
調
減
税

事
務
）に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

年
調
減
税
事
務
の
対
象
者

　

年
末
調
整
の
対
象
と
な
る
人
は
、

原
則
と
し
て
年
調
減
税
事
務
の
対
象

者
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
年
末
調
整
の
対
象
者
の

う
ち
、
給
与
所
得
以
外
の
所
得
を
含

め
た
合
計
所
得
金
額
が
１
８
０
５
万

円
を
超
え
る
と
見
込
ま
れ
る
人
は
、

年
調
減
税
事
務
の
対
象
に
は
な
り
ま

せ
ん
の
で
、
年
調
減
税
額
（
年
末
調

整
時
に
年
調
所
得
税
額
か
ら
控
除
す

る
定
額
減
税
額
）
を
控
除
し
な
い
で

年
末
調
整
を
行
い
ま
す
。
合
計
所
得

金
額
が
１
８
０
５
万
円
を
超
え
る
か

否
か
は
、
年
末
調
整
で
提
出
さ
れ
る

基
礎
控
除
申
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
合
計
所
得
金
額
で
判
定
し
ま
す
。

年
調
減
税
額
の
計
算

　

定
額
減
税
額
は
、
居
住
者
で
あ
る

本
人
分
３
万
円
と
、
居
住
者
で
あ
る

同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
１

人
あ
た
り
３
万
円
の
合
計
額
に
な
り

ま
す
。
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親

族
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
原
則

と
し
て
令
和
６
年
12
月
31
日
の
現
況

に
よ
り
判
定
し
ま
す
。

年
末
調
整
の
計
算
方
法

　

年
末
調
整
で
は
、
ま
ず
通
常
の
年

末
調
整
と
同
じ
計
算
を
行
い
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
を
適
用
し
た
後

の
「
年
調
所
得
税
額
」
を
計
算
し
ま

す
。
そ
し
て
、
年
調
所
得
税
額
か
ら

年
調
減
税
額
の
控
除
を
行
い
、
定
額

減
税
額
控
除
後
の
所
得
税
額
に
１
０

２
・
１
％
を
乗
じ
て
復
興
特
別
所
得

税
を
含
め
た
年
調
年
税
額
を
計
算
し

ま
す
。【
図
】参
照

　

源
泉
徴
収
税
額
に
つ
い
て
は
、
控

除
前
税
額
か
ら
月
次
減
税
額
の
控
除

を
行
っ
た
後
の
、
実
際
に
源
泉
徴
収

し
た
税
額
を
給
与
と
賞
与
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
集
計
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
計
算
し
た
年
調
年
税
額

と
集
計
し
た
源
泉
徴
収
税
額
を
比
較

し
、過
不
足
額
の
精
算
を
行
い
ま
す
。

源
泉
徴
収
票
へ
の
表
示

　

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
の
摘
要

欄
に
は
、
実
際
に
控
除
し
た
年
調
減

税
額
を
「
源
泉
徴
収
時
所
得
税
減
税

控
除
済
額
×
×
円
」と
記
載
し
ま
す
。

記
載
す
る
金
額
は
、
年
調
所
得
税
額

と
年
調
減
税
額
の
い
ず
れ
か
低
い
金

額
で
す
。

　

年
調
所
得
税
額
が
年
調
減
税
額
よ

り
少
な
く
て
、
年
調
減
税
額
を
控
除

し
き
れ
な
か
っ
た
金
額
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
金

額
を
「
控
除
外
額
×
×
円
」
と
記
載

し
ま
す
。
な
お
控
除
し
き
れ
な
い
金

額
が
な
い
場
合
は
、「
控
除
外
額
０

円
」と
記
載
し
ま
す
。

　

合
計
所
得
金
額
が
１
０
０
０
万
円

超
で
あ
る
居
住
者
の
同
一
生
計
配
偶

者
（
非
控
除
対
象
配
偶
者
）
を
年
調

減
税
額
の
計
算
に
含
め
た
場
合
は
、

「
非
控
除
対
象
配
偶
者
減
税
有
」
と

記
載
し
ま
す
。

　

年
末
調
整
を
行
わ
ず
に
退
職
し
再

就
職
し
な
い
場
合
や
、
令
和
６
年
分

の
給
与
の
収
入
金
額
が
２
０
０
０
万

円
を
超
え
る
な
ど
の
理
由
で
年
末
調

整
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
給
与
所

得
者
の
源
泉
徴
収
票
に
は
、
摘
要
欄

に
定
額
減
税
等
の
内
容
に
つ
い
て
記

載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
源
泉

徴
収
税
額
の
欄
に
つ
い
て
は
、
控
除

前
税
額
か
ら
月
次
減
税
額
を
控
除
し

た
後
の
、
実
際
に
源
泉
徴
収
し
た
税

額
の
合
計
額
を
記
入
し
ま
す
。

定
額
減
税
に
つ
い
て
の
Q
&
A

Q
１　

年
調
減
税
額
を
計
算
す
る

た
め
に
、
給
与
所
得
者
か
ら
新

た
な
申
告
書
を
提
出
し
て
も
ら
う

必
要
は
あ
り
ま
す
か
？

A　
年
調
減
税
額
の
計
算
に
含
め

る
同
一
生
計
配
偶
者
の
有
無
や

年末調整における

定額減税



3─ 11月号

扶
養
親
族
の
人
数
に
つ
い
て
は
、

扶
養
控
除
等
申
告
書
や
配
偶
者
控

除
等
申
告
書
で
把
握
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
の

申
告
書
を
年
末
調
整
時
ま
で
に
提

出
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Q
２　

令
和
６
年
６
月
時
点
で
は

扶
養
親
族
で
あ
っ
た
親
族
が
、

年
の
中
途
で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、

そ
の
親
族
は
年
調
減
税
額
の
計
算

に
含
め
ま
す
か
？

A　
居
住
者
で
あ
る
同
一
生
計
配

偶
者
や
扶
養
親
族
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
の
判
定
は
、
原
則
と
し

て
令
和
６
年
12
月
31
日
の
現
況
に

よ
り
行
い
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
年
の
中
途
で
死
亡
し

た
場
合
は
、
死
亡
の
日
の
現
況
で

判
断
し
ま
す
の
で
、
死
亡
の
日
に

扶
養
親
族
に
該
当
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
親
族
は
年
調
減
税
額
の

計
算
に
含
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Q
３　

月
次
減
税
額
の
計
算
に
含

め
た
同
一
生
計
配
偶
者
が
令
和

６
年
７
月
に
就
職
し
、
令
和
６
年

分
の
合
計
所
得
金
額
が
48
万
円
を

超
え
る
見
込
み
で
す
。
そ
の
場
合
、

そ
の
配
偶
者
は
年
調
減
税
額
の
計

算
に
含
め
ま
す
か
？

A　
月
次
減
税
額
の
計
算
に
含
め

た
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親

族
で
あ
っ
て
も
、
12
月
31
日
の
現

況
で
令
和
６
年
分
の
合
計
所
得
金

額
が
48
万
円
を
超
え
る
場
合
に

は
、
そ
の
配
偶
者
や
扶
養
親
族
は

年
調
減
税
額
の
計
算
に
は
含
め
ま

せ
ん
。

　
　

な
お
、
月
次
減
税
額
と
年
調
減

税
額
と
の
間
に
差
額
が
生
じ
る
場

合
は
、
年
末
調
整
時
に
精
算
し
ま

す
。

Q
４　

年
末
調
整
の
結
果
、
給
与

所
得
者
の
年
調
所
得
税
額
か
ら

年
調
減
税
額
を
控
除
し
き
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
場
合
、
令
和
７

年
１
月
以
降
に
支
給
す
る
給
与
等

に
係
る
源
泉
徴
収
税
額
か
ら
控
除

し
ま
す
か
？

A　
年
末
調
整
の
結
果
、
年
調
所

得
税
額
か
ら
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
年
調
減
税
額
に
つ
い
て
は
、

令
和
７
年
１
月
以
降
に
支
給
さ
れ

る
給
与
等
に
係
る
源
泉
徴
収
税
額

か
ら
は
、
控
除
し
ま
せ
ん
。

Q
５　

居
住
者
で
あ
り
、
扶
養
控

除
等
申
告
書
を
提
出
し
て
い
る

外
国
人
技
能
実
習
生
で
、
租
税
条

約
の
届
出
書
の
提
出
が
あ
り
源
泉

徴
収
税
額
が
０
円
と
な
る
人
の
源

泉
徴
収
票
に
は
、
定
額
減
税
額
等

を
ど
の
よ
う
に
記
載
し
ま
す
か
？

A　
租
税
条
約
で
源
泉
徴
収
税
額

が
０
円
と
な
る
外
国
人
技
能
実

習
生
に
つ
い
て
も
、
居
住
者
で
あ

れ
ば
源
泉
徴
収
票
に
は
定
額
減
税

等
の
記
載
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
　

具
体
的
に
は
、
そ
の
外
国
人
技

能
実
習
生
に
居
住
者
で
あ
る
同
一

生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が
い
な

い
場
合
に
は
、「
源
泉
徴
収
時
所

得
税
減
税
控
除
済
額
０
円
、
控
除

外
額
3
0
0
0
0
円
」
と
記
載
し

ま
す
。

図　年調年税額計算の流れ （国税庁資料より）

給与等の総額

給与所得控除後の給与等の金額

給与所得控除額

所得控除額等

差引課税給与所得金額

所得控除額等（扶養
控除等）を差し引く

給与所得控除額を差し引く

税額控除額（住宅借入金等
特別控除額）を差し引く

算出所得税額
所得税率
を乗じる

税額控除額

年調所得税額

定額減税額控除
後の所得税額

※所得税額と復興特別
　所得税額の合計額

住宅借入金等特別控除後の
年調所得税額から、
 年調減税額 を控除

年調年税額
102.1％を乗じる

年調減税額

（
所
得
金
額
の
計
算
） 

（
税
額
の
計
算
）
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　当社は3月決算の会社ですが、証
券会社を通じて令和6年3月31日

に株式の譲渡について約定し、現物の引き
渡しを4月に行いました。この譲渡損益を
令和6年3月期に計上しましたが、問題な
いでしょうか？

　有価証券の譲渡による譲渡損益の
計上は、原則として譲渡に係る契約

が成立した日に行うことになりますので、
令和6年3月期に譲渡損益を計上します。
　なお次に掲げる場合は、それぞれ次に定
める日に譲渡損益の額を計上します。
①　証券業者などの売却の媒介、取次ぎ、
もしくは代理の委託又は売出しの取扱い
の委託をしている場合は、その委託をし
た有価証券の売却に関する取引が成立し
た日
②　相対取引により有価証券を売却してい
る場合は、その相対取引の約定が成立し
た日

Q&A 有価証券の譲渡時期　

東
京
都
の
特
別
区
や
政
令
指
定
都

市
、
人
口
30
万
人
以
上
の
都
市
な
ど

は
、
事
業
者
に
対
し
て
事
業
所
税
を

課
税
し
、
道
路
や
都
市
高
速
鉄
道
、

上
下
水
道
な
ど
の
都
市
環
境
の
整
備

や
改
善
の
費
用
に
充
て
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

事
業
所
税
は
、
事
業
所
の
床
面
積

（
資
産
割
）
と
従
業
員
の
給
与
総
額

（
従
業
者
割
）
に
対
し
て
課
税
さ
れ

ま
す
。
課
税
標
準
と
税
率
は
、
資
産

割
に
つ
い
て
は
事
業
所
の
床
面
積
1

㎡
あ
た
り
６
０
０
円
、
従
業
者
割
に

つ
い
て
は
従
業
者
の
給
与
総
額
の

0
・
25
％
で
す
。
な
お
免
税
点
は
、

資
産
割
に
つ
い
て
は
１
０
０
０
㎡
以

下
、
従
業
者
割
に
つ
い
て
は
役
員
を

含
め
た
人
数
が
１
０
０
人
以
下
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

申
告
と
納
税
の
期
限
は
、
法
人
は

事
業
年
度
終
了
か
ら
2
か
月
以
内
、

個
人
事
業
主
は
翌
年
の
3
月
15
日
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

事
業
所
税

Q

A

　ふるさと納税は、自治体に寄附をした場
合に、確定申告を行うことで、収入や家族
構成などに応じて一定の上限はありますが、
自己負担額の2,000円を除いた全額が所得
税と住民税から控除される制度で、平成
20年から始まりました。平成27年には、
確定申告が不要な給与所得者などは、ふる
さと納税先が5団体以内である場合には、
確定申告が不要になる「ふるさと納税ワン
ストップ特例制度」が始まりました。
　ふるさと納税では、多くの自治体が返礼
品を用意しています。ただ、寄附者を多く
募るために、地元の特産品ではないような
ものを返礼品とする自治体や、高額な返礼
品を用意する自治体が現れたことから地方
税法が改正され、令和元年6月からふるさ
と納税に係る指定制度がスタートしました。
具体的には、寄附金の募集を適正に実施す
る地方団体で、返礼品の返戻割合を3割以

下にすることと、返礼品を地場産品とする
ことを満たす地方団体を、ふるさと納税の
対象として総務大臣が指定することになり
ました。
　ふるさと納税で返礼品を受け取った場
合、供与された返礼品に係る経済的利益は
一時所得に該当します。一時所得の特別控
除額は最高50万円なので、その年中の他
の一時所得も含めた一時所得の収入金額の
合計額が50万円を超えると、所得税の課
税対象になります。一時所得には、生命保
険の一時金や損害保険の満期返戻金、競馬
の払戻金なども含まれますので、そのよう
な所得がある場合は注意が必要です。ふる
さと納税の返礼品の価額を把握する方法に
は、①返礼品の発送元である自治体に問い
合わせる、②寄附金額の3割で概算する、
といった方法があります。
　なお、返礼品に係る経済的利益を一時所
得の総収入金額として計上する時期は、ふ
るさと納税を行った年分ではなく、返礼品
を受け取った年分になります。

ふるさと納税の返礼品


